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事業者の選定にあたっては、応募者が募集要項に規定する応募に足る資格を有しており、かつ、

応募者の提案内容が、募集要項に規定する要件を満足することを前提として、団地や周辺地域の

居住者等へのサービスの内容及び事業の安定性・継続性、施設計画等を総合的に評価する。 

 

〇第一次審査（資格審査） 

 資格審査では、表１及び表２に示す応募者の資格要件、資力・信用力の確認審査を行う。 

 １項目でも当該要件を満たしていない場合は失格とし、資格審査の結果を応募者全てに通知す

る。 

 

表 1 応募者の資格要件 

審査の視点 
 応募者は、単独の法人格を有する団体若しくは複数の法人格を有する団体で構成されるグループと

なっているか。 
 応募者に創出地活用施設の所有者及び創出地活用施設の導入機能（必須機能及び任意機能）の全て

の運営者が含まれているか。 
 創出地活用施設に必須機能として導入する地域密着型サービスを運営する者は、社会福祉法人であ

るか。社会福祉法人以外の場合は、令和８年４月１日現在、介護保険サービス事業を運営しており、

かつ１年以上の運営実績を有しているか。 

 単独応募者又はグループ応募者に属している構成員が他のグループ応募者に参加していないか。 
 応募者が募集要項に記載される「応募者の制限」に該当していないか。 

 

表 2 資力・信用力 

審査の視点 
単独応募者又は代表応募者の資力・信用力 

 当期活動増減差額（当期活動収支差額）または当期利益が３期連続でマイナス値ではないか。＊１ 

 サービス活動増減差額（営業損益）または営業利益が３期連続でマイナス値ではないか。＊１ 

 直近期の財政状態が債務超過ではないか。 

 直近期の利払能力が 1.0 以上であるか。＊２ 

 直近期の有利子負債比率が 100%未満であるか。＊３ 
＊１ 減価償却費、諸引当金等を戻した上で確認する。なお、法人の運営が２期又は３期に満たない場

合は、１期又は２期分で確認する。１期に満たない場合はこの項目は適用しない。 

＊２ 利払能力＝（サービス活動増減差額（営業利益）＋受取利息＋受取配当金）/（支払利息＋割引

料） 

＊３ 有利子負債比率＝（有利子負債/自己資本）×100 
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〇第二次審査（提案審査） 

資格審査の要件を満たした応募者について、提案審査を行う。 

提案審査では、県において、①団地及び周辺地域に居住者等へのサービス内容及び事業の安定

性・継続性、②さいたま市地域密着型サービス事業者公募の選定について、確認審査を行う。 

 

① 団地及び周辺地域に居住者等へのサービス内容及び事業の安定性・継続性について 

表３‐１及び表３‐２に示す事業計画、運営計画の確認審査を行う。 

 １項目でも当該要件を満たしていない場合、または表３‐３に示す失格事項に該当する場合は

失格とし、審査の結果を提案審査を受けた応募者全てに通知する。 

 

表 3-1 事業計画 

審査項目 審査の視点 
事業収支計画 

・資金計画 
 資金調達及び毎年度の収支計画が、明確な根拠に基づき確実かつ安定的なものか。 

・不測の資金需要への対応策が適切か。 
賃貸料 

 

 賃貸料提案価格が基準賃貸料計算書（様式 3-11）の基準賃貸料合計（以下「基準

賃貸料」という。）以上となっているか。 

 

表 3-2 運営計画 

審査項目 審査の視点 
地域等への貢

献 

 導入する任意用途が団地や周辺地域に貢献するものとなっているか。 

 公序良俗に違反する用途、団地と周辺の住環境を害する恐れのある用途＊となって

いないか。 

＊ 用途地域等の制限を受ける用途、公序良俗に違反する用途、風俗営業等を営む用途、政治的又は宗

教的な用途 

 

表 3-3 失格事項 

失格事項 
 事業提案書で提案した地域密着型サービスについて、当該地域密着型サービスを運営する者が、

「令和８（２０２６）年度さいたま市地域密着型サービス事業者公募要領（令和８年４月１日 さ

いたま市福祉局長寿応援部介護保険課）」に基づく本事業に係る開設計画書等の提出を令和８年６

月 30日までに行っていない。 
 

② さいたま市地域密着型サービス事業者公募の選定について 

表４に示す確認審査を行う。 

 

表 4 地域密着型サービス運営計画 

審査の視点 
事業提案書で提案した地域密着型サービスの運営者が、1.4.1 必須機能に示す「令和８（２０２６）

年度さいたま市地域密着型サービス公募要領」に基づく公募において、本事業の創出地における地域

密着型サービスの運営事業者として選定されたか。 
 


